
瑞穂社会保険労務士事務所　報酬額一覧表 全て、源泉徴収税別、消費税込みとなっております。

1 顧問契約 Ａ 相談・手続・給与｝セット 【相談・手続】基本料金16,800円 5人以上1人増しごとに630円
（訪問有り） 【給与】に関しては、下記の【6．給与計算】の料金を3割引とします。

Ｂ 手続・相談｝セット 【相談・手続】基本料金16,800円 5人以上1人増しごとに630円

Ｃ 相談のみ 基本料金10,500円 5人以上1人増しごとに315円
手続のご依頼は、通常スポット料金の2割引で承ります。

算定基礎・年度更新は、別途各1ヵ月分の料金と同様をいただきます。
上記を目安に、ご相談、お見積もりします。（50人以上は別途お見積もりします。）
人数には社長様及び、勤務が週20時間以上の全ての従業員様を含みます。
助成金の申請・代行の報酬に関しては、受給額の12％とさせていただきます。

2 ｅ-サポート Ａ 相談・手続・給与｝セット 【相談・手続】基本料金12,600円 5人以上1人増しごとに420円
通信顧問契約 【給与】に関しては、下記の【6．給与計算】の料金を2割引とします。
（訪問無し）

Ｂ 手続・相談｝セット 【相談・手続】基本料金12,600円 5人以上1人増しごとに420円

Ｃ 相談のみ 基本料金6,300円 5人以上1人増しごとに210円
手続のご依頼は、通常スポット料金の1割引で承ります。

算定基礎・年度更新は、別途各1ヵ月分の料金と同様をいただきます。
上記を目安に、ご相談、お見積もりします。（50人以上は別途お見積もりします。）
人数には社長様及び、勤務が週20時間以上の全ての従業員様を含みます。
助成金の申請・代行の報酬に関しては、受給額の15％とさせていただきます。

3 メール顧問 Ａ 相談のみ 月3,500円

4 スポット手続 基本料金1件5,250円
内容によっては10,500円～15,750円のものもあります。詳細はご相談下さい。

5 就業規則 Ａ 業績向上型就業規則 人事制度・賃金制度の改定等を含むケースもあるので、別途相談をお聞きした上で5 就業規則 Ａ 業績向上型就業規則 人事制度・賃金制度の改定等を含むケースもあるので、別途相談をお聞きした上で
お見積もり致します。　（参考）過去の契約例　 およそ20～46万円まで。

Ｂ リスク軽減型就業規則 基本コース100,000円　安心コース150,000円　お任せコース200,000円

いずれも、部分改定や一部変更のみの場合は、別途見積もり致します。
複数の類似する規則を作成、改定する場合等も、別途お見積もり致します。

6 給与計算 Ａ Aタイプ（通常はこちら） 基本料金12,600円 5人以上は一人増しごとに630円
Ｂ Bタイプ（管理が複雑な場合） 基本料金16,800円 5人以上は一人増しごとに840円

年末調整は、別途各1ヵ月分の料金と同様をいただきます。
顧問契約先様には割引あり。詳細は上記1～2を参照下さい。

7 助成金 Ａ 顧問先様 受給額の12％　着手金なし
Ｂ e‐サポート通信顧問先様 受給額の15％　着手金なし
Ｃ スポット契約の場合 受給額の18％　着手金21,000円～52,500円

8 新規適用 Ａ 社会保険 31,500円 5人以上一人増しごとに1,050円
Ｂ 労働保険 31,500円 5人以上一人増しごとに1,050円
Ｃ セットの場合 52,500円 5人以上一人増しごとに1,890円

9 新規適用 【創業支援パック】
社会・労働保険適用
雇用契約書作成 以上、合わせて通常89,250円のところ、64,800円と致します。
36協定締結・届出 なお、合わせて顧問契約を頂く場合は、さらに5割引と致します。

10 その他 教育・研修・セミナー講師 ご希望に応じて、お手伝い致します。
経営方針や計画の策定 報酬については、別途ご相談下さい。
経営全般のご相談
個人事業、青色申告等の ※青色申告や税務記帳指導のご相談は、「個人事業」に限ります。
税務記帳指導、相談 ※法人様の税務や、登記、その他の事項に関しては、ご希望により、信頼できる

　税理士、司法書士、弁護士、行政書士等、ご紹介することも可能です。


